
平成２９年度 第１回恵庭市情報公開・個人情報保護審査会 

平成３０年２月７日（水）１３時３０分～

市役所２階 ２０２会議室

１ 開 会 

２ 会長挨拶 

３ 諮 問 

４ 議 事 

（諮問事項） ① 法令に基づく調査権限を有する課に対する生活保護受給の開

始、停止及び廃止の情報の提供について

② ひとり親家庭支援事務（児童扶養手当・ひとり親医療費助成）

利用者情報の目的外利用について 

５ その他 

６ 閉 会 





様式第10号 

個人情報保護制度運営審査諮問書 

( 記 号 )   

年   月   日  

恵庭市情報公開・個人情報保護審査会 

 会長 亀 石 和 代  様 

実施機関の長         印  

 恵庭市個人情報保護条例第9条第1項第4号の規定により個人情報保護制度の運営審査

事項について諮問いたします。 

諮 問 事 項 の 区 分 

□ 本人以外のものからの個人情報の収集(第7条第3項第6号) 

□ 要配慮個人情報の収集(第7条第5項第2号) 

■ 目的外利用(第9条第1項第4号) 

□ 外部提供(第9条第1項第4号) 

□ オンライン結合による提供(第10条第2号) 

□ 開示をしないことができる保有個人情報の判断(第18条第5号) 

諮問事項に係る個人

情報の件名又は内容 

法令に基づく調査権限を有する課に対する生活保護受給の開

始、停止及び廃止の情報の提供について 

諮 問 内 容 

 市税、国民健康保険税、介護保険料等の賦課徴収業務に従事する

職員（徴税吏員）にあっては、適正に賦課徴収業務を行うため法令

等に調査権限を付与されております。 

現在、当該調査権限に基づき毎月又は随時、調査対象者の生活保

護受給の有無について調査を行いますが、調査対象者が膨大であ

り、回答には多くの時間と労力を強いられている状況にあります。

 また、生活保護の開始にあっては課税の法定免除、生活保護の停

止及び廃止にあっては随時課税等の手続を遅滞なく行わなければ

ならず、早期の生活保護の開始及び廃止の情報を取得する必要があ

ります。 

 以上のことから、賦課徴収業務等を適正に執行するため、生活保

護受給者の異動情報を福祉課から調査権限を有する提供先に提供

することについて諮問するものであります。 

（別紙１） 

提 供 先：税務課、納税課、国保医療課、介護福祉課、 

子育て支援課、経営管理課 

提供情報：生活保護の開始、停止及び廃止年月日、 

世帯員全員の氏名カナ、氏名、住所、続柄、性別 

生年月日 

主 管 課  保健福祉部福祉課 
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（別紙２）

１．生活保護開始

※停止理由がなくなった場合

２．生活保護停止  　には保護を再開。

３．生活保護廃止

生活保護業務の概要

開 始

・本人からの申請

・急迫による職権保護

被保護者

要保護者

停 止

・一時的な収入増加等により保護を要さなくなったことによる停止

・失踪等、一時的に実施責任が及ばないことによる停止

・指導指示義務に従わないことによる停止

被保護者

・恒常的な収入増加等の保護を要さなくなったことによる廃止

・失踪や転出等の実施責任が及ばないことによる廃止

・調査に応じないことによる廃止

・指導指示に従わないことによる廃止

廃 止

保護の再開

（開始）

廃 止
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（別紙3）

保有課 提供情報 提供課 業務内容 根拠法令

経営管理課 債権管理業務 地方自治法第231条の3

市税の賦課業務

市税の法定免除業務

納税課 市税の滞納処分 地方税法（税の種類によって根拠規定が異なる。）

介護保険料の賦課業務

介護保険給付業務

地域支援事業に係る業務

介護保険料の滞納処分 介護保険法第144条

国民健康保険資格の取得・喪失業務 国民健康保険法第113条の２

後期高齢者医療保険料の滞納処分 高齢者の医療の確保に関する法律第113条

子育て支援課 保育園等保育料徴収業務 児童福祉法第56条

地方税法第20条の11

介護福祉課

税務課

介護保険法第203条福祉課
生活保護の
開始・廃止情報

国保医療課
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【現在の状況】 （別紙４）
○調査時期：毎月又は随時

必要最低限の情報提供をすることができる。
膨大な調査量であるため、手間及び時間を要する。

【今後の状況】
○回答時期：毎月

対象者のみを抽出するため、手間及び時間を削減できる。
調査の対象としない者の情報も提供することになる。

メリット：
デメリット：

メリット：
デメリット：

福祉課

約15件

介護福祉課

国保医療課

子育て支援課

納税課

税務課

経営管理課

福祉課

約920件

介護福祉課

約１万８千件
国保医療課

約１万３千件

子育て支援課

約３千件

納税課

約２千件

税務課

約３万件

経営管理課

約１万５千件

5



6



様式第10号 

個人情報保護制度運営審査諮問書 

( 記 号 )   

年   月   日  

恵庭市情報公開・個人情報保護審査会 

 会長 亀 石 和 代  様 

実施機関の長          印  

 恵庭市個人情報保護条例第９条第１項第４号の規定により個人情報保護制度の運営

審査事項について諮問いたします。 

諮 問 事 項 の 区 分 

□ 本人以外のものからの個人情報の収集(第7条第3項第6号) 

□ 要配慮個人情報の収集(第7条第5項第2号) 

■ 目的外利用(第9条第1項第4号) 

□ 外部提供(第9条第1項第4号) 

□ オンライン結合による提供(第10条第2号) 

□ 開示をしないことができる保有個人情報の判断(第18条第5

号) 

諮問事項に係る個人

情報の件名又は内容 

ひとり親家庭支援事務（児童扶養手当・ひとり親医療費助成）

利用者情報の目的外利用について 

諮 問 内 容 

 子ども家庭課が所管する児童扶養手当業務及び国保医療課が

所管するひとり親家庭等医療費助成の対象者は、ひとり親家庭等

としております。 

 本来、児童扶養手当及びひとり親家庭等医療費助成について

は、申請等により資格要件を審査し決定又は喪失となりますが、

申請等を適正に行わない者に対しては、資格要件を把握すること

ができず、支給資格のない者に対し助成等を行ってしまうことと

なります。 

 よって、助成等の対象者がひとり親家庭等に限定している両事

業の受給者の情報を相互に把握することにより、適正な事務の執

行ができることから、両事業の受給者の情報を相互に目的外利用

することについて諮問いたします。 

○提供を行う業務名 

①｢児童扶養手当｣ ②｢ひとり親家庭等医療費助成｣ 

○主な情報の内容 

①対象者氏名 ②住所 ③資格履歴 ④現況情報 

主 管 課 子ども家庭課・国保医療課 
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保健福祉総合システム（児童扶養手当事務・ひとり親家庭等医療費助成） 

児童扶養手当業務とひとり親家庭等医療助成制度は、対象者が同一であるため相互の情報連携を行うことにより、 

    対象者の捕捉や受給要件の確認においてメリットがある。 

子ども未来部 

子ども家庭課 

保健福祉部 

国保医療課 

児童扶養手当  

ひとり親等で児童を養育 

している家庭への支援 

ひとり親家庭等医療 

ひとり親家庭とその児童に 
対し医療費の一部助成

主な情報内容 

①受給者氏名 

②住所 

③資格履歴 

④現況情報 

・福祉世帯情報 

・保険情報 

・給付確認 

・所得判定詳細情報 

・対象児童 

保健福祉総合システム

主な情報内容 

①受給者氏名 

②住所 

③資格履歴 

④現況情報 

・福祉世帯情報 

・支払履歴 

・所得情報 

・所得判定詳細情報 

・停止情報
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